
京都市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する等の条例（令和５年１１月１

３日京都市条例第   号）（総合企画局情報化推進室） 

個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、京都市情報公開・個人情報保護審議

会の役割が縮小されたことを踏まえ、附属機関の機能的かつ効率的な運用を図る観点か

ら、京都市情報公開・個人情報保護審査会を審議会に統合する必要があるため、また、

その他規定を整備する必要があるため、条例の一部を改正することとしました。 

この条例は、令和６年４月１日から施行することとしました。 
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京都市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する等の条例を公布する。 

  令和５年１１月１３日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第   号 

   京都市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する等の条例 

（京都市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正） 

第１条 京都市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を次のように改正する。 

  第１条第１号中「をいう」の右に「。以下同じ」を、「の公開」の右に「及び管理」

を、「審議する」の右に「とともに、公文書の公開及び管理に関する事項について、情

報公開条例第２条第１号に規定する実施機関に意見を述べる」を加え、同条第２号を

削り、同条第３号中「審議する」の右に「とともに、同項に規定する個人情報の保護

に関する事項について、同条に規定する実施機関に意見を述べる」を加え、同号を同

条第２号とし、同条第４号を削り、同条第５号中「審議する」の右に「とともに、同

号に規定する個人情報の保護に関する事項について、市会に意見を述べる」を加え、

同号を同条第３号とし、同号の次に次の２号を加える。 

  ⑷ 情報公開条例第９条第２項前段の規定による報告を受け、同項後段の規定により

意見を述べること。 

  ⑸ 個人情報保護条例第１４条前段の規定による報告を受け、同条後段の規定により

意見を述べること。 

第１条第６号及び第７号を次のように改める。 

  ⑹ 個人情報保護条例第３９条第２項前段（個人情報保護条例第４０条第２項及び第

５７条第２項において準用する場合を含む。）の規定による報告を受け、個人情報

保護条例第３９条第２項後段（個人情報保護条例第４０条第２項及び第５７条第２

項において準用する場合を含む。）の規定により意見を述べること。 

  ⑺ 審査請求に係る情報公開条例第１８条第１項、個人情報保護法第１０５条第３項

において読み替えて準用する同条第１項及び個人情報保護条例第６２条第１項の規

定による諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、これらの審査請求に関し、

行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用する同法第２章第３節（第２

９条、第３１条、第３８条及び第４１条を除く。）において審査庁が行うこととさ

れている審理手続（以下「審理手続」という。）を行うこと。 
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  第２条第１項中「１２人」を「１５人」に改め、同条第２項中「学識経験のある」を

「公文書の公開及び管理に関する制度並びに個人情報（個人情報保護法第２条第１項

に規定する個人情報をいう。）の保護に関する制度について優れた識見を有する」に改

める。 

  第５条の見出し及び同条第１項中「及び副会長」を削り、同条第２項中「定め、副会

長は、委員のうちから会長が指名する」を「定める」に改め、同条第４項中「副会長

は、会長を補佐し、」を削り、「ときは、」の右に「あらかじめ会長の指名する委員が」

を加える。 

  第６条に次の１項を加える。 

 ４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

  第８条を削る。 

第７条各号列記以外の部分中「審議」を「第１条第１号から第３号までに掲げる行

為」に、「次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者」を「情

報公開条例第２条第１号及び個人情報保護条例第３条に規定する実施機関の職員又は

市会事務局の職員その他関係者」に改め、同条各号を削り、同条を第８条とする。 

第６条の次に次の１条を加える。 

（合議体） 

第７条 審議会は、必要に応じ、その指名する委員３人以上をもって構成する合議体

に、第１条各号に規定する事項について調査させ、審議させ、及び審理手続を行わ

せることができる。 

２ 審議会は、その定めるところにより、前項の合議体の決議をもって審議会の決議

とすることができる。 

 第９条中「審議会」の右に「及び審議会が行う審理手続」を加え、同条を第１４条

とし、同条の前に次の５条を加える。 

（審査請求に係る調査権限） 

第９条 審議会は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる行政庁（以下「諮

問庁」という。）に対し、それぞれ当該各号に掲げるもの（以下「審査請求対象公文

書」という。）の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会

に対し、その提示された審査請求対象公文書の公開又は開示を求めることができな



い。 

⑴ 情報公開条例第１８条第１項の規定により諮問をした情報公開条例第２条第１号

に規定する実施機関（市会にあっては、議長） 情報公開条例第１１条第１項に規

定する公開決定等に係る公文書 

⑵ 個人情報保護法第１０５条第３項において読み替えて準用する同条第１項の規定

により諮問をした個人情報保護条例第３条に規定する実施機関 個人情報保護法第

７８条第１項第４号に規定する開示決定等、個人情報保護法第９４条第１項本文に

規定する訂正決定等又は個人情報保護法第１０２条第１項本文に規定する利用停止

決定等に係る保有個人情報（個人情報保護法第６０条第１項本文に規定する保有個

人情報をいう。）が記録されている公文書 

⑶ 個人情報保護条例第６２条第１項の規定により諮問をした議長 個人情報保護条

例第３７条第５号アに規定する開示決定等、個人情報保護条例第５２条第１項本文

に規定する訂正決定等又は個人情報保護条例第５９条第１項本文に規定する利用停

止決定等に係る保有個人情報（個人情報保護条例第１８条第４号に規定する保有個

人情報をいう。）が記録されている公文書 

２ 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求対象公文書に記

録されている情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料

を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。 

３ 諮問庁は、審議会から第１項前段又は前項の規定による求めがあったときは、こ

れを拒んではならない。 

（審査請求に係る意見の陳述） 

第１０条 審議会は、審査請求人、参加人（行政不服審査法第１３条第４項本文に規

定する参加人をいう。以下同じ。）又は諮問庁（以下「審査請求人等」という。）か

ら申立てがあったときは、当該審査請求人等に対し、期日及び場所を指定して、口

頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会がその必要がない

と認めるときは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐

人と共に出頭することができる。 

３ 第１項本文の場合において、審議会は、審査請求人又は参加人が疾病その他のや

むを得ない理由により、同項で指定した期日に出頭し、又は口頭で意見を述べるこ



とができないと認めるときは、これらの者に対し、口頭で意見を述べる機会に代え

て、相当の期間を定めて、書面で意見を述べる機会を与えることができる。 

（審査請求に係る提出書類等の送付等） 

第１１条 審議会は、提出書類等（行政不服審査法第３２条第１項若しくは第２項若

しくは第３３条又はこの条例第９条第２項の規定により審査請求人等から提出され

た書類その他の物件をいう。以下同じ。）について、その写し（電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）

にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面）を、当該提出書類

等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第

三者の利益を害すると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りで

ない。 

２ 審査請求人等は、審議会に対し、提出書類等の閲覧（電磁的記録にあっては、記

録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧）を求めることがで

きる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認める

ときその他正当な理由があるときを除き、これに応じなければならない。 

３ 審議会は、第１項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせよう

とするときは、当該送付又は閲覧に係る提出書類等を提出した審査請求人等の意見

を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、こ

の限りでない。 

４ 審議会は、第２項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することがで

きる。 

（審査請求に係る諮問に対する答申書の送付等） 

第１２条 審議会は、情報公開条例第１８条第１項、個人情報保護法第１０５条第３

項において読み替えて準用する同条第１項又は個人情報保護条例第６２条第１項の

規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人

に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

（手続の非公開） 

第１３条 審議会が行う調査及び審議の手続並びに審理手続は、公開しない。ただし、

市長が公開に支障がないと認めるときは、この限りでない。 



（京都市情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止） 

第２条 京都市情報公開・個人情報保護審査会条例は、廃止する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前にこの条例による廃止前の京都市情報公開・個人情報保護審査

会条例（以下「廃止前の条例」という。）第１条に規定する京都市情報公開・個人情

報保護審査会（以下「審査会」という。）にされた諮問又は報告で、この条例の施行

の際当該諮問に対する答申がされていないもの又は当該報告をした実施機関（京都市

情報公開条例第２条第１号及び京都市個人情報保護条例第３条に規定する実施機関を

いう。）に対する意見が述べられていないものは、この条例による改正後の京都市情

報公開・個人情報保護審議会条例第１条に規定する京都市情報公開・個人情報保護審

議会（以下「審議会」という。）にされた諮問又は報告とみなし、当該諮問又は報告

について審査会がした調査及び審議の手続並びに審理手続（行政不服審査法第９条第

２項において読み替えて適用する同法第２章第３節（第２９条、第３１条、第３８条

及び第４１条を除く。）において審査庁が行うこととされている審理手続をいう。以

下同じ。）は、審議会がした調査及び審議の手続並びに審理手続とみなす。 

３ 審査会の委員であった者については、廃止前の条例第４条の規定は、この条例の施行

後も、なおその効力を有する。 

（関係条例の一部改正） 

４ 京都市情報公開条例の一部を次のように改正する。 

第６条第１項第１号中「の公開請求をする者」を削る。 

第９条第２項前段中「京都市情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」」を

「京都市情報公開・個人情報保護審議会条例第１条に規定する京都市情報公開・個人

情報保護審議会（以下「審議会」」に改め、同項後段中「審査会」を「審議会」に改め

る。 

第１８条の見出し並びに同条第１項各号列記以外の部分及び第３項中「審査会」を

「審議会」に改める。 

５ 京都市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 



  第１４条の見出し中「審査会」を「審議会」に改め、同条各号列記以外の部分中「京

都市情報公開・個人情報保護審査会条例」を「京都市情報公開・個人情報保護審議会

条例」に、「京都市情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」」を「京都市情報

公開・個人情報保護審議会（以下「審議会」」に、「、審査会」を「、審議会」に改め

る。 

  第１５条の見出し並びに同条第１項及び第２項中「審査会」を「審議会」に改める。 

  第１７条各号列記以外の部分中「京都市情報公開・個人情報保護審議会条例第１条に

規定する京都市情報公開・個人情報保護審議会（以下「」及び「」という。）」を削る。 

第３９条第２項中「審査会」を「審議会」に改める。 

  第６２条の見出し中「審査会」を「審査請求に係る審議会」に改め、同条第１項各号

列記以外の部分及び第３項中「審査会」を「審議会」に改める。 

（総合企画局情報化推進室） 


